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進路支援関係の行事予定（お知らせ） 

 

 令和８年度の進路支援関係の行事を次のとおり予定しています。各行事の詳しいご案内は、そ

の都度、別途お知らせいたします。ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

期 日 行 事 名 対  象 備  考 

４月３０日（木）午後 進路研修会 全学部保護者 ・進路指導主事が、本校の進

路指導について話します。 

・富山市内の就労選択支援事

業所の担当者から、就労選

択支援事業所について教え

ていただきます。 

５月２２日（金）午前 高等部事業所見学 

 

高等部２年生 

中・高希望保護者 

・さくらグループホーム北

部、ジョブステーションさ

くら北部事業所（Ｂ型）を

見学します。 

５月２７日（水）午後 

２８日（木）午後 

２９日（金）午後 

校内就業体験 

説明会 

 

高等部保護者 ・個別懇談会に合わせて行い

ます。就業体験に初めて参

加される方は、懇談の期日

に合わせて参加してくださ

い。 

（高等部） 

６月 ８日（月）から 

６月１９日（金）までの 

       １０日間 

春季就業体験 

 

（校内就業体験） 

高等部１年生 

 

（校外就業体験） 

高等部２・３年生 

 

・体験期間中の給食はありま

せん。弁当を持参します。 

・校外就業体験に際しては、

初日と最終日に担当教員と

一緒に体験先へ挨拶に行っ

ていただきます。（体験先

へのお礼は学校が一括して

行います。） 

６月１１日（木） 校内就業体験参観 全学部保護者 ・同日に小・中学部授業参観

があります。 

６月１６日（火）午前 高等部事業所見学

校外就業体験参観 

高等部１年生 

中・高等部保護者 

・高等部の校外就業体験先な

どを見学します。 

７月２１日（火）～ 

  ２４日（金） 

進路懇談会 

 

高等部保護者 ・春季就業体験を振り返り、

秋季就業体験に向けた話を

します。 

裏面へ→ 



８月 ３日（月）午後 進路講演会 全学部保護者、 

本校教員 

・講師をお招きし、卒業後の

就労や生活に関わる内容に

ついて講演していただきま

す。 

９月２９日（火）午後 

３０日（水）午後 

校内就業体験 

説明会 

中学部保護者 ・５月同様、就業体験に初め

て参加される方は懇談の期

日に合わせて参加してくだ

さい。 

１０月２２日（木） 中３進路校外学習 中学部３年生 ・卒業生が働いている事業所

の見学をします。 

（中学部） 

１１月 ２日（月）から 

１１月 ９日（月）まで  

の５日間 

（高等部） 

１１月 ２日（月）から 

１１月２０日（金）まで 

      の１４日間 

秋季就業体験 

 

 

 

 

 

 

 

（校内就業体験） 

中学部生徒 

 

 

（校内就業体験） 

高等部生徒 

（校外就業体験） 

高等部生徒 

・体験期間中の給食はありま

せん。弁当を持参します。 

 

 

・春季と同様に実施します。 

・高等部就業体験期間中に小

学部５・６年の児童が就業

体験を行います。 

１１月 ６日（金） 校内就業体験参観 

 

全学部保護者 ・同日に小学部授業参観があ

ります。 

１２月１６日（水）午後 

１２月１７日（木）午後 

進路懇談会 高等部保護者 ・就業体験を振り返り、次年

度の就業体験先や今後の進

路について話をします。 

１月１４日（木）から 

１月２０日（水）までの      

５日間 

冬季就業体験 

 

 

高等部３年生 ・卒業後の進路予定先で就業

体験を行います。 

１、２月頃適宜 移行支援会議 高等部３年生 ・進路先、相談支援事業所、

就業・生活支援センターな

ど関係機関の方との情報交

換を行います。 

２月１６日（火）午前 特別支援学校就労

支援セミナー 

 

高等部１、２年生 

高等部希望保護者 

・労働局や就業・生活支援セ

ンターの方の講演を聞いた

り、企業やＡ型事業所など

の紹介を聞いたりします。 

※ 期日については、変更する場合がありますので、ご了承ください。 

※ 校外就業体験は、個人の目標、学年進行などを考慮して実施します。体験先や体験期間は、

本人、保護者の希望を聞いて学校で調整し依頼をし、体験先の受け入れの状況に沿って決定

しますので、ご理解をお願いします。 


